
区役所・出張所等の体制に関する
基本的考え方 
 
 ～まちづくり支援機能の強化と 
      出張所等の再編について～ 

平成28年1月 熊本市区政推進課 



なぜ、今、まちづくりなのか？ 
将来の更なる少子高齢化、人口減少社会の到来 

地域コミュニティの機能（地域力）が低下し、地域課題が 
未解決なまま放置される懸念 

2 

○後継者不足など地域におけるまちづくりの担い手が不足 
○地域における人と人とのつながりが希薄化 

地域の自主・自立のまちづくりを行政が支え、 
地域力を高めることが必要 



1 まちづくり支援機能の強化に向けて 
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1 まちづくり支援機能の強化に向けて 

（仮称）まちづくりセンターの設置 
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 現在の「まちづくり交流室」と「公民館」の役割の明確化と連
携体制の強化を図るため、まちづくり交流室を改編し、「（仮
称）まちづくりセンター」として設置し、地域担当職員を配置す
るなど、機動力を確保します。 



・地域に関する様々な要望・相談等の総合窓口になり、適切
な部署につなぐ。 
 
・各種申請の総合窓口として、各種申請書等のチェックや受
付を行う。 
 
・地域に出向き、地域住民の相談を受け、必要に応じ区役
所等につなぐ。 

1 まちづくり支援機能の強化に向けて 
（仮称）まちづくりセンター（地域担当職員）の 
想定される役割① 

 ◆相談窓口機能 
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1 まちづくり支援機能の強化に向けて 
（仮称）まちづくりセンター（地域担当職員）の 
想定される役割② 

 ◆地域情報収集・行政情報発信機能 

・地域に役立つ行政情報や地域活動の先進事例を紹介。 
 
・地域の会合等や住民から寄せられた情報等により、地域の
実情を把握。また、行政が持っている情報を提供。 
 
・地域カルテなどを活用し、地域情報の集約、現状・課題の整
理を行う。 
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1 まちづくり支援機能の強化に向けて 
（仮称）まちづくりセンター（地域担当職員）の 
想定される役割③ 

 ◆地域コミュニティ活動の支援機能 

・地域の課題に地域団体やＮＰＯ、学校等が連携して取り組み、ＰＤＣＡ
を実践できるような体制づくりを支援。 
（※Plan＝計画、Do＝実施、Check＝評価、Action＝改善） 
 
・地域の防災・防犯活動など様々な地域課題解決に向けた取り組みの支援。 
 
・先進事例を紹介するなど、地域住民の自発的な取り組みを支援。 
 
・地域の行事、イベント活動に協力または支援。 
 
・各区のまちづくりビジョンに基づく事業を推進。 7 



1 まちづくり支援機能の強化に向けて 
区役所のまちづくりに関する企画・ 

調整機能の強化 
○ 区役所まちづくり部署が中心となって、区役所内の各課と（仮称）まちづくり 
  センターとの連携、区の課題の把握や広聴機能の強化の推進 
 
○ 区のまちづくりビジョンに基づくまちづくりに関する企画立案、地域支援のための 
  総合調整、（仮称）まちづくりセンター等のコーディネートの役割 

本庁関係局によるまちづくり支援と 
地域ニーズの施策への反映 

○ 本庁関係局は、区役所と連携し、政策的課題及び地域の課題等の 
  情報を共有 
○ 区役所だけで解決できない地域の課題等について、本庁・区役所が 
  連携協力して対応 
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＜まちづくり支援機能強化のイメージ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆区役所内各課や（仮称）まちづくりセンターとの連携強化 

◆区の課題の把握、広聴機能の強化 

◆区のまちづくりビジョンに基づく、まちづくりに関する企画立案 

◆地域支援のための総合調整、コーディネート・合意形成 

◆情報共有（政策的課題や地域課題等の情報共有） 

◆区・局連携事業 

◆各課の横の連携 

地 域 

（仮称）まちづくりセンター 

区役所（まちづくり推進担当部署） 

住   民 ボランティア団体、ＮＰＯ法人、事業者等 

町内自治会、ＰＴＡ、社会福祉協議会、老人クラブ、女性の会（地域婦人会）、 

民生児童委員協議会、青少年健全育成協議会、体育協会、防犯協会、消防団分団等 

校区自治協議会 

相談・要望等 

地域担当職員 

対応・情報提供 

地域のコーディネート 

積極的に地域に顔を出す 

地域課題を一緒に考える 

情報共有・連絡調整 

関係局【主務課】 

情報共有・連絡調整 

○区 

本庁 

【まちづくり支援】 

◆相談窓口機能 

◆地域情報収集・行政情報発信機能 

◆地域コミュニティ活動の支援機能 

【公民館】 

◆生涯学習 

◆図書館 

◆児童館 

【総合的な窓口】 

◆区民課関係 

◆福祉課関係 

◆その他行政手続 
相

談

要

望

等 

へ

の

対
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2 区役所、出張所の窓口サービスの現状 
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中央区役所は減少・大江は横ばい。 

区役所・出張所等の状況について① 

※集計上、窓口受付件数は税証明を除く。 

245,803  

220,288  227,700  

228,496  

62,859  60,270  
64,493  

61,653  

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H23 H24 H25 H26

窓
口
受
付
件
数
 

 
（
住
民
・
印
鑑
・
証
明
・
戸
籍
）
 

中央区管内比較 

中央区役所 

大江出張所 

政令指定都市移行後、区役所の窓口受付件数が増加する一方で、多くの
出張所等の窓口受付件数は減少傾向。 

2 出張所等窓口サービス機能の再編に向けて ２ 区役所、出張所の窓口サービスの現状 

10 



東区役所に集約化が進み、東部、秋津はほぼ半減。 
託麻は横ばい傾向。 

区役所・出張所等の状況について② 

※集計上、窓口受付件数は税証明を除く。 
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２ 区役所、出張所の窓口サービスの現状 
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西区役所は大幅に増加。花園、河内は横ばい。 

区役所・出張所等の状況について③ 

※集計上、窓口受付件数は税証明を除く。 
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２ 区役所、出張所の窓口サービスの現状 
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南区役所は大幅に増加。幸田が最も多い。その他はやや減少
もしくは横ばい。 

区役所・出張所等の状況について④ 

※集計上、窓口受付件数は税証明を除く。 

13,876  

31,580  

33,999  

34,354  

16,657  
12,826  12,844  

11,688  

8,540  
8,134  8,063  

7,847  

63,787  
61,033  

61,726  

56,745  

26,858  

23,323  

24,100  

20,412  
24,791  

23,426  

23,920  

21,990  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H23 H24 H25 H26

窓
口
受
付
件
数
 

 
（
住
民
・
印
鑑
・
証
明
・
戸
籍
）
 

南区役所管内比較 
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２ 区役所、出張所の窓口サービスの現状 
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北区役所は増加。清水は横ばい。龍田・北部はやや減少傾向。 

区役所・出張所等の状況について⑤ 

※集計上、窓口受付件数は税証明を除く。 
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北区役所管内比較 

北区役所 
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龍田出張所 

２ 区役所、出張所の窓口サービスの現状 
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区役所・出張所等の状況について⑥ 
他の政令指定都市に比較して 
○区役所・出張所等の数が多い。 
○区役所・出張所等への人員配置も多い。 
【熊本市】 
・５区役所、14ヵ所の出張所（総合出張所） 
 （3万8千人に1区役所又は出張所等） 
・区役所・出張所等への人員配置 一般行政職員全体の約5％ 
 
 
【政令指定都市の平均】 
・支所・出張所等の数 6.4ヵ所 
（9万人に1区役所又は出張所等） 
・区役所・出張所等への人員配置 一般行政職員全体の約3.8％ 
 

2 区役所、出張所の窓口サービスの現状 
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3 コンビニ証明書交付サービス 
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３ コンビニ証明書交付サービス 

◆証明書のコンビニ交付（平成28年3月からスタート） 

◆証明書が取れるところ 
 区役所５ヵ所、出張所等 
 １５ヵ所 
 

◆新たに証明書が取れるところ 
 市内コンビニ262ヵ所（セブンイレ 
 ブン、ローソン、ファミリーマート  
 サークルＫサンクス） 
※全国のコンビニでも取得可能 

◆証明書が取れる時間 
 平日8:30～17:15 

◆証明書が取れる時間 
 6:30～23:00（土日祝日も可能） 
※戸籍関係証明書は時間が異なる 

利便性が飛躍的に向上 

◆マイナンバー制度の開始 

○Ｈ２７年１１月～ マイナンバーカード申請 
○Ｈ２８年 １月～ 順次カードを交付 
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コンビニのマルチコピー機に 
ICカード（マイナンバーカード）
をリーダにかざして、暗証番号を
入力し、必要な証明書を選択
するだけ。 

３ コンビニ証明書交付サービス 
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1,057,644  
977,079  

741,424  
636,415  

546,618  

80,565  

150,887  
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340,776  
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証明書受付件数の推計（試算） 

コンビニ交付件数 

区役所・出張所等窓口受付件数 

 平成28年3月のコンビニ交付がスタート。また、平成29年7月から各種手続きで
情報連携により証明書添付の必要がなくなることで、区役所・出張所等の証明
書の窓口受付件数は半減すると試算。 

※証明書等・・・住民系証明書全般、所得証明書、納税証明、資産証明等 
※平成２８年度の証明書受付件数の総数は、平成２６年度実績と同数と仮定。 
※平成２９年度～平成３１年度の証明書受付件数の総数は同数と仮定。 

8.3% 

19.4% 

30.5% 

41.6% 

情報連携スタート（H29年7月） 

コンビニ交付スタート（H28年3月） 

３ コンビニ証明書交付サービス 
証明書受付件数の推移 
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◆窓口サービスの約8割は証明書発行サービス 
   
 ○他都市に比べて戸籍等窓口サービス職員数も多いため、 
  １通あたりのコストは、３５０円程度 
  ※手数料は住民票等１通３００円 
 
 ○コンビニ交付での手数料コストは、２5０円程度 
  ※平成３０年４月（コンビニ交付利用率25％と推計した場合） 
 
  もし、窓口サービスを再編しなければ。。。。。  
  １通あたりのコストは、６８０円程度と試算   

３ コンビニ証明書交付サービス 
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４ 出張所等窓口サービス機能の再編に向けて 
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再編する出張所等の再編後のイメージ 

出張所等 
窓口サービス 

公民館業務 

公民館業務 

まちづくり支援 
まちづくり支援 

証明書等コンビニ交付 

再編 

区役所等窓口サービス 
（届出関係など） 

現在の出張所等 

（仮称）まちづくりセンター 

４ 出張所等窓口サービス機能の再編に向けて 

機能
拡充 

縮小 

出張所等窓口サービス業務の縮小により、 
得られた人員を区のまちづくり支援機能強化へシフト 
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４ 出張所等窓口サービス機能の再編に向けて 
出張所等の再編方針 

① 再編検討対象施設 
    →最も近い区役所からの距離が5ｋｍ以下の出張所等 
 

② 激変緩和措置 
    →出張所等の再編は段階的に実施 
      
     ◆第1段階 サービスコーナー化（平成２９年度～） 
      ※サービスコーナー：証明書（住民票、戸籍、印鑑証明、所得証明）の発行業務のみを行う。 
   
     ◆第2段階 窓口廃止 
       ※マイナンバー制度の普及状況を考慮 
   
③ 窓口サービスの機能統一 
    →再編後の出張所等の窓口サービスは、現在の総合出張所に機能を統一 
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４ 出張所等窓口サービス機能の再編に向けて 
参考：出張所等と区役所との距離、受付件数の相関図 

窓
口
受
付
件
数 

最も近い区役所との距離＜ｋｍ＞ 

花園 
2.9㎞ 
35,040件 

北部 
4.6㎞ 
31,535件 

南部 
4.4㎞ 
26,192件 

秋津 
1.5㎞ 
17,750件  

飽田 
4.2㎞ 
14,763件 

幸田 
4.8㎞ 
73,035件 

大江 
2.5㎞ 
82,575件 

東部 
2.4㎞ 
78,321件 

清水 
5.6㎞ 
56,764件 

託麻 
7.2㎞ 
79,217件 

龍田 
8.0㎞ 
54,479件 

城南 
6.2㎞ 
27,871件 

天明 
7.7㎞ 
9,862件 

河内 
10.8㎞ 
5,916件 

芳野 
12.5㎞ 
1,216件  
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  自治会長等地域説明会での主な意見 
  （平成27年10月~11月） 
 
 
○「まちづくり支援機能の強化」について、地域担当職員には 
 期待するが、絵に描いたもちにならないよう、実効性のある 
 ものにしてほしい。 
 
○地域担当職員については、資質のある職員を配置し、人事異動 
 のスパンを長くしてもらいたい。 
 
○「出張所等窓口サービス再編」について、移動手段が限られる 
 高齢者等への対応などサービス低下を懸念する。 
 
○窓口廃止後の空きスペースの利活用について、地域の声を 
 聞いてほしい。 
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 スケジュール（案） 

◆平成27年度 
◆10月～「区役所・出張所等の体制に関する基本的考え方（案）」自治会等 
       地域説明会 
◆1月～住民説明会の開催 
◆3月 マイナンバーカードによる証明書のコンビニエンスストア交付開始 
     「まちづくり支援機能の強化と出張所等再編方針（素案）」の策定 

◆平成26年度 

◆5月～11月 「熊本市区役所等の在り方に関する検討会」で審議、12月答申 
◆2月～3月  「区役所等の在り方に関する基本方針（案）」パブリックコメントの実施 
◆3月 「区役所等の在り方に関する基本方針」の策定 

◆平成28年度 
◆4月～ 再編方針（素案）パブリックコメントの実施 
 

26 ※地域説明会、今回の住民説明会、議会等の意見を市として十分検討し、 
 再編方針（素案）の策定を行う。 
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